
証券コード　5757
平成30年６月６日

株 主 各 位
富山県高岡市守護町二丁目12番１号

代表取締役社長 釣 谷 宏 行

平成29年度定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社平成29年度定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月20日（水曜日）
午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月21日（木曜日）午前10時
２．場 所 富山県高岡市守護町二丁目12番１号

株式会社ＣＫサンエツ　本社事務所棟　３階　大会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．平成29年度（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．平成29年度（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更

新の件
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法
令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アド
レス　http://www.cksanetu.co.jp）に掲載しております。
①　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

なお、これらの事項は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報
告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。
　また、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正
が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
http://www.cksanetu.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済が穏やかな回復を続け、

日銀が金融緩和政策を継続したため、生産や輸出が堅調に推移し、緩やかな

回復を続けました。労働市場は逼迫し、実質的な完全雇用の状態にありまし

た。また、当社グループ（当社及び連結子会社）の主要原材料である銅の相

場価格は、上昇しました。

　このような経営環境のもと、当社グループは、人材確保のため、継続的な

中途採用と、賞与の増額など社員待遇の改善に努めました。また、工場等で

使用する電力について、比較購買を開始しました。さらに、取引や求人にお

ける知名度、ブランド力及び信用力を向上させるため、平成30年3月に東京

証券取引所市場第一部へ上場しました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、前連結会計年度に比べて銅相場が平

均的に高い水準で推移したため、売上高は834億21百万円（前期比22.4％増

加）となり、営業利益は銅相場上昇に伴う相場差益の発生で60億58百万円

（前期比38.3％増加）となりました。経常利益はデリバティブ損失３億16百

万円（前年同期はデリバティブ損失５億74百万円）を計上したため、58億97

百万円（前期比48.3％増加）となりました。親会社株主に帰属する当期純利

益は、36億36百万円（前期比47.8％増加）となりました。売上高、営業利

益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも過去最高を更

新しています。

　配当金につきましては、１株当たり60円（中間配当15円、期末配当45円 

期末配当のうち10円は記念配当）とさせていただきます。

　各セグメントの業績は、次のとおりであります。
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伸銅

　伸銅事業では、販売量は10万7,065トン（前期比0.0％減少）、売上高は

712億29百万円（同24.9％増加）となり、セグメント損益は50億70百万円

（同30.1％増加）のセグメント利益となりました。

精密部品

　精密部品事業では、売上高は40億73百万円（前期比9.9％増加）となり、

セグメント損益は１億14百万円のセグメント利益（前期はセグメント損失

62百万円）となりました。

配管・鍍金

　配管・鍍金事業では、売上高は81億18百万円（前期比9.6％増加）とな

り、セグメント損益は６億97百万円（同58.9％増加）のセグメント利益と

なりました。

②　設備投資の状況

　　設備投資の総額は14億73百万円でした。その主なものは、サンエツ金属

株式会社砺波工場に設置した黄銅棒矯正機や同社新日東工場に設置した

特別高圧受電設備などであります。

③　資金調達の状況

　　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の

承継の状況

　　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の

　　状況

　　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

企業集団の財産及び損益の状況

区 分
平成26年度

(Ｈ26.4～Ｈ27.3)
平成27年度

(Ｈ27.4～Ｈ28.3)
平成28年度

(Ｈ28.4～Ｈ29.3)

平成29年度
(当連結会計年度)
(Ｈ29.4～Ｈ30.3)

売 上 高 (百万円) 61,703 68,506 68,131 83,421

経 常 利 益 (百万円) 2,477 2,836 3,975 5,897

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 2,032 1,914 2,460 3,636

１株当たり当期純利益 (円) 287.10 254.16 313.04 454.22

純 資 産 (百万円) 24,106 26,928 29,794 33,915

総 資 産 (百万円) 50,947 46,555 50,797 58,160

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

サ ン エ ツ 金 属 株 式 会 社 301百万円 100.00％ 伸 銅 ・ 精 密 部 品

シ ー ケ ー 金 属 株 式 会 社 176 88.98 配 管 ・ 鍍 金

日 本 伸 銅 株 式 会 社 1,595 50.25 伸 銅

三 越 金 属 （ 上 海 ） 有 限 公 司 23 100.00 伸 銅 （ 販 売 ）

台 湾 三 越 股 份 有 限 公 司 10 100.00 伸 銅 （ 販 売 ）

（注）１．当連結会計年度において、台湾三越股份有限公司は重要性が増した

　　ため連結の範囲に含めております。

　　　２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりで

　　あります。

特定完全子会社の名称 サンエツ金属株式会社

特定完全子会社の住所 富山県砺波市太田1892番地

当社及び当社の完全子会社における特定

完全子会社の株式の帳簿価額の合計額
6,419百万円

当社の総資産額 17,162百万円
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(4) 対処すべき課題

　伸銅事業では、当社100％連結子会社であるサンエツ金属株式会社と連結

子会社日本伸銅株式会社とのシナジーを追求し、競争力と企業価値の向上

に努めて参ります。

　また、配管・鍍金事業では、差別優位を確立するため、配管機器の新製

品と溶融亜鉛鍍金の新技術を開発することに全力を傾注します。

　さらに、当社グループといたしましては、今後ともシナジーの追求を目

的とした他社との業務提携などを、積極的に推進していく所存です。

(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

　　伸銅事業、精密部品事業、配管・鍍金事業を主たる事業としております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年３月31日現在）

①　当社

・本店 富山県高岡市守護町二丁目12番1号

②　子会社

　（国内）

サンエツ金属株式会社

・本店 富山県砺波市太田1892番地

・工場 高岡市・砺波市・茨城県石岡市

・支店 東京・大阪・名古屋

シーケー金属株式会社

・本店 富山県高岡市守護町二丁目12番１号

・工場 高岡市

・支店 東京・大阪・名古屋・金沢

・営業所 北海道・仙台・広島・福岡・北陸（高岡市）

株式会社リケンＣＫＪＶ

・本店 富山県高岡市守護町二丁目12番１号

・工場 高岡市

日本伸銅株式会社

・本店 大阪府堺市堺区匠町20番地１

・工場 堺市

・支店 東京・大阪
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　　　（海外）

三越金属（上海）有限公司 中国上海市

台湾三越股份有限公司 台湾台中市

(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）

　①企業集団の使用人の状況

事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

伸 銅 事 業 524名 8名増

精 密 部 品 事 業 90 2名増

配 管 ・ 鍍 金 事 業 312 15名増

全 社 （ 共 通 ） 18 1名減

合 計 944 24名増

（注）「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分でき

ない当社の管理部門に所属しているものであります。

　②当社の使用人の状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

18名 1名減 32.9歳 5.9年

(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 北 陸 銀 行 4,000百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,979

株 式 会 社 富 山 銀 行 1,400

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 29,600,000株

②　発行済株式の総数 8,867,000株

③　株主数 2,433名

④　大株主（上位10名、持株数千株未満切り捨て）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ＣＫサンエツ取引先持株会 980千株 11.05％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

963千株 10.86％

ＣＫサンエツ従業員持株会 898千株 10.14％

株式会社北陸銀行 370千株 4.17％

株式会社北國銀行 330千株 3.72％

株式会社ツリヤ経営 277千株 3.12％

釣谷　圭介 251千株 2.84％

東泉産業株式会社 193千株 2.18％

富源商事株式会社 181千株 2.04％

株式会社リケン 152千株 1.71％

（注）１．当社は、自己株式976株を保有しております。

２．持株比率については、自己株式を控除した発行済株式総数により算出しております。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 釣 谷 宏 行

サンエツ金属株式会社代表取締役社長
シーケー金属株式会社代表取締役社長
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長
日本伸銅株式会社代表取締役会長
伏木海陸運送株式会社社外取締役
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役

専 務 取 締 役 釣 谷 伸 行
営業統括部長
三越金属（上海）有限公司董事長

常 務 取 締 役 上 坂 美 治 伸銅技術部長

常 務 取 締 役 森 山 悦 郎 伸銅事業部長

常 務 取 締 役 大 橋 一 善 配管・鍍金技術部長

常 務 取 締 役 池 田 清 朗 配管・鍍金事業部長

取 締 役 松 井 大 輔 管理統括部長

取 締 役 井 　 波 　 栄 三 郎 監査・規格管理部長

取 締 役
（常勤監査等委員）

浜 田 　 亘

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

桝 田 和 彦
株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問
積水樹脂株式会社社外取締役
ＴＯＴＯ株式会社社外取締役

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

渡 　 信 行

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

伊 勢 正 幸

（注）１．取締役浜田亘氏、桝田和彦氏、渡信行氏、伊勢正幸氏は、社外取締役であります。

２．浜田亘氏は、当社の取締役（常勤監査等委員）として豊富な経験と実績を有しており、

今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人

材であることから、常勤の監査等委員として選定しております。

３．当社は浜田亘氏、桝田和彦氏及び伊勢正幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役

員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．平成29年６月22日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役（常勤監査等委員）

井波栄三郎氏は辞任により退任し、新たに取締役に選任され就任致しました。
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②　取締役に支払った報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

取締役（監査等委員を除く） 8名 283百万円

（ う ち 社 外 取 締 役 ） （－名） (－百万円)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 5名 22百万円

（ う ち 社 外 取 締 役 ） （4名） (19百万円)

合 計 12名 306百万円

（ う ち 社 外 役 員 ） （4名） (19百万円)

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、平成28年６月23日開催の

定時株主総会において年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決

議いただいております。また、別枠で、平成28年６月23日開催の定時株主総会におい

て、株式交付信託報酬として、年額58,500ポイント（１ポイント＝当社株式１株）以

内と決議いただいております。

３．監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成28年６月23日開催の定時株主総会にお

いて年額30百万円以内と決議いただいております。

４．合計欄は実際の支給人数を記載しております。
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③　社外役員に関する事項

イ）他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役桝田和彦氏は、株式会社ＵＡＣＪの名誉顧問であり、積水樹脂

株式会社及びＴＯＴＯ株式会社の社外取締役であります。当社と各社

との間には特別な関係はありません。

ロ）当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査等委員会への出席状況

取 締 役 会
（ 1 4 回 開 催 ）

監 査 等 委 員 会
（ 1 3 回 開 催 ）

出 席 回 数 出 席 回 数

取 締 役 浜 田 　 亘 11回 10回

取 締 役 桝 田 和 彦 14回 13回

取 締 役 渡 　 信 行 14回 13回

取 締 役 伊 勢 正 幸 14回 13回

（注）取締役浜田亘氏は、平成29年6月22日開催の定時株主総会において

選任されたため、取締役会及び監査等委員会の開催回数が他の社外取

締役と異なります。

　なお、同氏の就任後の取締役会の開催回数は11回、監査等委員会の開

催回数は10回であります。

・取締役会及び監査等委員会における発言状況

取締役浜田亘氏は、公認会計士として長年の監査実務等での経験をも

って、助言・提言しております。

取締役桝田和彦氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問の見識をもって、助

言・提言しております。

取締役渡信行氏及び取締役伊勢正幸氏は、長年の経営経験をもって、

助言・提言しております。

ハ）社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

　　該当事項はありません。

ニ）責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

34百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２．当社監査等委員会は、会計監査人の当該事業年度の監査計画の内容、過年度の監査計

画及び職務執行状況並びに他社の会計監査人の報酬等の状況について確認し、当該事

業年度の会計監査人の報酬等の額の妥当性を検討した結果、当該報酬等の額について

同意いたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の監査法

人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む。）の監査を受け

ております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に

該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員

会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した

監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査

人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　また、監査等委員会は、上記の解任事由に該当しない場合であっても、

会計監査人の監査品質、品質管理、独立性及び総合的能力等の観点から会

計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、当該

議案を決議するための株主総会の招集の決定を取締役会に要請いたします。
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④　責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、報酬等の事業年度

ごとの合計額のうち最も高い額に２を乗じた額としております。

(5)　剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、会社法第459条第１項に規定する剰余金の配当に関する事項につ

いては、取締役会での決議による旨を定款で定めております。

　剰余金の配当等につきましては、業績に応じた適正な利益配分を安定的

に行うことを基本方針としております。このことは、当社の関係するすべ

てのステークホルダーの長期的な利益とも合致するものと認識しておりま

す。

　株主配当につきましては、自己資本比率の向上を図りつつ、業績に応じ

た配当を行うよう努力をいたす所存であります。

　配当金につきましては、当期は１株当たり60円（中間配当15円、期末配

当45円、うち記念配当10円）とさせていただきます。また、次期につきま

しては、中間配当30円、期末配当30円、合計60円を予定いたしております。
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(6) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

イ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責

任を果たすため、コンプライアンス基本方針を定め、それを全ての取締

役及び使用人に周知徹底させる。

ロ）監査・規格管理部を設置する。監査・規格管理部は、財務報告に係る内

部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を評価するとともに、維持・

改善を図る。

ハ）取締役及び使用人に対し、マニュアルの作成・配布を行うこと等により、

取締役及び使用人に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライ

アンスを尊重する意識を醸成する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　　取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会規則

等に基づき適切に保存及び管理するとともに当社の取締役が常時閲覧で

きるものとする。

③　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　当社はリスク管理責任者を定めリスク管理体制を構築する。リスク管

理責任者は当社及び重要な子会社の各部門とともに潜在するリスクの抽

出、評価を行い対応策を検討し実行する。

④　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　　　当社及び子会社は経営会議等を設置し、重要案件については取締役、

関連部門責任者等が事前に審議を行うことで取締役の迅速かつ適正な意

思決定を促進する。

⑤　当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制

イ）当社はコンプライアンス基本方針を定め、当社及び子会社のコンプライ

アンス体制の構築に努める。

ロ）当社の子会社の取締役及び使用人は、親会社の経営会議等に出席し、職

務の執行に係る事項を報告する。

ハ）当社は子会社管理規程を定め、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。
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ニ）当社はグループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引規程を

策定し運用する。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　　　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、管理統括部が監査等委員

会と協議し、必要な人員を配置する。

⑦　前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）か

らの独立性に関する事項

　　　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒

に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、その使用人の

取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。

⑧　監査等委員会の⑥の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関

する事項

　　　監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務にあたっては監

査等委員会の指示にのみ従うものとする。

⑨　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人、並びに子

会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が

監査等委員会に報告をするための体制

イ）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに子会

社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、

当社又は子会社に重大な損害を与える事実が発生し又は発生する恐れが

あるとき、当社又は子会社の取締役及び使用人による重大な違反又は不

正行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた

事項が生じたときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。

ロ）当社及び子会社は、当社の監査等委員会への適切な通報体制を確保する

ものとする。

ハ）当社の監査等委員会は必要に応じて当社の取締役及び使用人、並びに子

会社の取締役、監査役及び使用人に対して直接説明を求めることができ

る。

ニ）上記イ）からハ）の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由

として、いかなる不利益な扱いをしてはならないものとし、適切に運用

するものとする。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制



⑩　当社の監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の

手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る

方針に関する事項

　　　監査等委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理について

は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要

でないことを証明した場合を除き、これに応じるものとする。

⑪　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

イ）当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を

深め、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。

ロ）代表取締役は監査等委員会と定期的な意見交換会を開催し、適切な意思

疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

あります。

①　職務執行の適正性および効率性の向上

　当事業年度は14回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重

要事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。また、

取締役会の監督機能及び経営体制の一層の強化を図るため、平成28年６月

23日に監査等委員会設置会社へ移行しております。

②　当社及び子会社における業務の適正性の確保

　当社の取締役が子会社の役員に就任し、子会社の取締役等の職務の執行

が効率的に行われていることを監督しております。また、監査・規格管理

部が内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施しており、

これを確保する体制を整備しております。

③　監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保

　当事業年度は監査等委員会を13回開催し、社外取締役を含む監査等委員

は、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行っております。また、

監査等委員である取締役は代表取締役、会計監査人及び監査・規格管理部

との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役（監査等委員である取

締役を除く）の職務執行の監査、内部統制の整備及び運用状況を確認して

おります。
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(7) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針

①　会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経

営理念や当社企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの

信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、

向上させる者でなければならないと考えております。

　一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での

自由な取引を通じて決まるものであるとともに、会社の財務および事業の

方針の決定を支配する者も株主の皆様の意思に基づき決定されるべきもの

と考えており、また、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付

提案がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断も最終的には株主の皆様

全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、このような株式の大規模な買付行為や買付提案の中に

は、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な

侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付や買収提案の内容等に

ついて検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合

理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対

象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または

不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステ

ークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するおそれのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方

針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

　当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益向上のために、次の

ような取組みを実施しております。

ａ．企業価値ひいては株主共同の利益向上への取組み

　当社は、平成23年10月に純粋持株会社体制に移行し、主要な連結子会社

として、地球環境に配慮した配管機器をＣＫブランドで提供するユニーク

なメーカーであるシーケー金属株式会社と、日本最大の黄銅棒・線メーカ
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ーであるサンエツ金属株式会社を有し、戦略的なグループ経営に集中・特

化しております。当社グループの主力事業領域である、「伸銅事業」「精

密部品事業」「配管・鍍金事業」における国内市場は、今後、長期的に縮

小均衡を模索するものと思われ、業界再編が避けられない状況にあります。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループでは、同業他社との事

業提携やＭ＆Ａによる展開を積極的に推進する一方で、「我々は、お客様

が求める良いものだけを、安く、早く、たくさん生産することで、社会に

貢献します。」「我々は、努力に値する仕事と、働きがいのある職場を提

供することで、社会に貢献します。」「我々は、期待され、期待に応え、

期待を超える企業であり続けるため、弛みない努力を重ねます。」を企業

理念として掲げ、『地味だけど凄い価値の創造』を目指し、日々邁進して

おります。

ｂ．コーポレート・ガバナンスの充実への取組み

経営の透明性、効率性、健全性を通して、企業理念の実現を図り企業価

値を高め、社会的責任を果たしていくことが当社のコーポレート・ガバナ

ンスの基本的な考え方であります。

また、当社は、企業理念に基づき経営の効率化や経営のスピード化を徹

底し経営目標達成のために、正確な情報収集と迅速な意思決定ができる組

織体制や仕組み作りを常に推進しております。

株主・投資家の皆様をはじめ、当社を取り巻くあらゆるステークホルダ

ーへ迅速かつ正確な情報開示に努め、株主総会・取締役会・監査等委員会

などの機能を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンス

を充実させていきたいと考えております。この一環として従来から社外役

員を選任しており、現在も社外取締役４名を選任しております。

このような考え方に基づいて、（ａ）取締役会による経営に関する重要

事項の決定と各部門の業務執行の監督、（ｂ）社長直轄の監査・規格管理

部による内部監査の実施、（ｃ）監査等委員会による取締役の職務執行に

ついての監査、（ｄ）「ＣＫサンエツグループコンプライアンス基本方針」

「ＣＫサンエツグループ行動規範」「公益通報者保護規程」の整備等によ

る法令遵守体制およびリスク管理体制の強化、（ｅ）内部統制体制の整備

と業務プロセス改善、等の施策を実行しております。

今後もこうした方針と施策を継続して、コーポレート・ガバナンスの充

実に努め、企業価値ひいては株主共同の利益を追求してまいります。
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　当社グループでは、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続

していただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための

取組みとして、以上のような施策を実施しております。これらの取組みは、

上記①の基本方針の実現にも資するものと考えております。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みの概要

　　当社は、平成27年5月14日に開催された当社取締役会において、会社の支

配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業

の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株式の大規

模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）を以下の

とおり決定し、平成27年6月23日開催の当社定時株主総会において、株主の

皆様にご承認いただき導入しております。その概要は以下のとおりです。

ａ．本プランの対象となる当社株式の買付

　本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権

割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、結果とし

て特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為、

または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の

他の株主との合意等をいい、かかる買付行為または合意等を行う者を「大

規模買付者」といいます。

ｂ．大規模買付ルールの概要

　当社が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会

に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間（以

下「取締役会評価期間」といいます。）または、株主検討期間を設ける場

合には取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を

開始するというものです。

ｃ．大規模買付行為が実施された場合の対応

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、

仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案について

の反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説

得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じま

せん。
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　ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合で

あっても、当該大規模買付行為が、結果として当社に回復し難い損害をも

たらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当

社取締役会が判断した場合には、対抗措置を講ずることがあります。具体

的にいかなる手段を講じるかについては、新株予約権の無償割当てその他

の法令および定款の下にてとりうる合理的施策等その時点で当社取締役会

が最も適切と判断したものを選択することとします。

ｄ．対抗措置の客観性・合理性を担保するための制度および手続き

　対抗措置を講ずるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行

いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がな

されることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委

員会を設置しております。

　対抗措置を講ずる場合、その判断の客観性・合理性を担保するために、

取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動

の是非について諮問し、独立委員会は、対抗措置の発動の是非について、

勧告を行うものとします。

ｅ．本プランの有効期限等

　本プランの有効期限は、平成30年6月開催予定の当社定時株主総会終結の

時までとし、以降、本プランの更新（一部修正したうえでの更新を含む。）

については3年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止される

ものとします。

　更新後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェ

ブサイト(http://www.cksanetu.co.jp)に掲載しております。

④　本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないことについて

　当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、

本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目
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的とするものとはならないと考えております。

a．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指

針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。

　また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表

した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策のあり方」の内容

も踏まえたものとなっております。

b．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記③に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為

がなされた際に、当該大規模買付行為に応ずるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時

間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可

能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されるものです。

c．株主意思を反映するものであること

　本プランは、平成27年6月23日に開催した当社定時株主総会において、本

プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、本プラン

について議案としてお諮りし原案どおりご承認いただきましたので、株主

の皆様のご意向が反映されたものとなっております。

　また、本プラン導入後、有効期間中であっても、当社株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で

廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

d．独立性の高い社外者の判断の重視

　本プランにおける対抗措置の発動は、上記③に記載のとおり、当社の業

務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問

し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保する

ための手続きも確保されております。
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e．デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと

　本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成され

る取締役会によって廃止することが可能です。したがって、本プランは、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の任期は1年としておりますので、ス

ローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことがで

きないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもござ

いません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成30年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

41,914

801

24,995

5,461

5,472

4,552

65

438

226

△98

16,246

14,511

5,353

2,287

6,508

155

205

232

1,502

1,416

26

258

△199

流 動 負 債 21,858

支払手形及び買掛金 6,746

短 期 借 入 金 10,740

未 払 金 119

未 払 費 用 800

未 払 法 人 税 等 1,480

未 払 消 費 税 等 256

賞 与 引 当 金 921

設備関係支払手形 444

そ の 他 347

固 定 負 債 2,386

長 期 借 入 金 279

繰 延 税 金 負 債 435

再評価に係る繰延税金負債 280

環境安全対策引当金 29

退職給付に係る負債 1,112

そ の 他 247

負 債 合 計 24,245

純 資 産 の 部

株 主 資 本 29,464

資 本 金 2,756

資 本 剰 余 金 4,339

利 益 剰 余 金 23,224

自 己 株 式 △856

その他の包括利益累計額 664

その他有価証券評価差額金 127

土地再評価差額金 565

為替換算調整勘定 △26

退職給付に係る調整累計額 △1

非 支 配 株 主 持 分 3,786

純 資 産 合 計 33,915

資 産 合 計 58,160 負 債 純 資 産 合 計 58,160

－ 22 －

連結貸借対照表



連 結 損 益 計 算 書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 83,421

売 上 原 価 73,088

売 上 総 利 益 10,333

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,275

営 業 利 益 6,058

営 業 外 収 益 322

受 取 利 息 0

受 取 配 当 金 27

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 86

そ の 他 208

営 業 外 費 用 483

支 払 利 息 9

デ リ バ テ ィ ブ 損 失 316

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 33

そ の 他 123

経 常 利 益 5,897

特 別 利 益 94

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 54

補 助 金 収 入 33

そ の 他 6

特 別 損 失 13

固 定 資 産 除 却 損 2

固 定 資 産 売 却 損 0

投 資 有 価 証 券 売 却 損 10

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,979

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,969

法 人 税 等 調 整 額 △152

当 期 純 利 益 4,161

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 524

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,636
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貸　借　対　照　表

（平成30年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

工具器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,220

99

2,100

14

7

14,941

5,245

2,156

58

8

0

3,014

7

9,696

820

8,749

73

54

△0

流 動 負 債 451

未 払 金 2

未 払 費 用 38

未 払 法 人 税 等 157

未 払 消 費 税 等 21

仮 受 金 197

賞 与 引 当 金 18

預 り 金 14

固 定 負 債 1,818

長 期 借 入 金 279

長 期 未 払 金 181

再評価に係る繰延税金負債 280

退 職 給 付 引 当 金 1,076

負 債 合 計 2,270

純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,153

資 本 金 2,756

資 本 剰 余 金 3,111

資 本 準 備 金 2,671

その他資本剰余金 440

利 益 剰 余 金 9,141

利 益 準 備 金 52

その他利益剰余金 9,089

固定資産圧縮積立金 34

別 途 積 立 金 3,000

繰 越 利 益 剰 余 金 6,055

自 己 株 式 △856

評価・換算差額等 738

その他有価証券評価差額金 173

土地再評価差額金 565

純 資 産 合 計 14,892

資 産 合 計 17,162 負 債 純 資 産 合 計 17,162
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損　益　計　算　書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 1,076

売 上 総 利 益 1,076

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 770

営 業 利 益 305

営 業 外 収 益 130

受 取 利 息 8

受 取 配 当 金 18

そ の 他 102

営 業 外 費 用 0

そ の 他 0

経 常 利 益 435

特 別 利 益 26

補 助 金 収 入 20

そ の 他 6

税 引 前 当 期 純 利 益 462

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 223

法 人 税 等 調 整 額 △12

当 期 純 利 益 252
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

株式会社ＣＫサンエツ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 田 裕 之 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 健 一 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＣＫサンエ
ツの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算
書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計
算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ＣＫサンエツ及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

株式会社ＣＫサンエツ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 池 田 裕 之 
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 健 一 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＣＫ
サンエツの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの平成29年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査
法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査
証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの平成29
年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び
結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に
関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施しました。
 ①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、会社の内部統制部門である監査・規格管理部と連携
の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関
する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び関係箇所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、主要な子会社の取締役会に出席し、取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けるほか、主要な子会社の本社及び工場・支店等に赴き、その業
務及び財産の状況を調査いたしました。

 ②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及
び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を
踏まえ、その内容について検討を加えました。

 ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 28 －
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。
　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。
　③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載
されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針
に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、か
つ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
　　ると認めます。
（３）連結計算書類の監査結果
　　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
　　ると認めます。

平成30年５月21日

株式会社ＣＫサンエツ　監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 浜 田 　 亘 

監 査 等 委 員 桝 田 和 彦 

監 査 等 委 員 渡 　 信 行 

監 査 等 委 員 伊 勢 正 幸 

（注）　監査等委員浜田亘、桝田和彦、渡信行及び伊勢正幸は、会社法第２

　　　条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選

任をお願いするものであります。

　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は

ございませんでした。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

１

つり

釣
や

谷
ひろ

宏
ゆき

行
(昭和33年11月12日)

昭和57年４月　株式会社北陸銀行入行

昭和61年４月　シーケー金属株式会社入社

平成３年９月　同社取締役

平成８年９月　伏木海陸運送株式会社社外取

締役（現任）

平成９年４月　シーケー金属株式会社代表取

締役社長（現任）

平成12年６月　当社代表取締役社長（現任）

平成23年10月　サンエツ金属株式会社代表取

締役社長（現任）

平成23年12月　株式会社リケンＣＫＪＶ代表

取締役社長（現任）

平成27年６月　日本伸銅株式会社代表取締役

会長（現任）

平成27年６月　株式会社宮入バルブ製作所社

外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

サンエツ金属株式会社代表取締役社長

シーケー金属株式会社代表取締役社長

株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長

日本伸銅株式会社代表取締役会長

伏木海陸運送株式会社社外取締役

株式会社宮入バルブ製作所社外監査役

43,500株

（取締役候補者とした理由）

長年にわたり当社グループの経営に携わり、事業拡大に努めるとともに経営の重要事項の意思

決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしており、今後においても経営全般にわたる高い見

識に基づき適切な経営判断が行われ、当社グループの更なる発展に寄与するものと判断し、引

き続き取締役候補者としました。

－ 30 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

２

つり

釣
や

谷
のぶ

伸
ゆき

行
(昭和36年３月25日)

昭和58年４月　日産自動車株式会社入社

平成13年６月　当社取締役営業本部副本部長

平成13年９月　シーケー金属株式会社取締役

平成14年４月　当社常務取締役営業本部長

平成17年１月　三越金属（上海）有限公司董

事長（現任）

平成19年７月　当社専務取締役営業本部長

平成23年10月　専務取締役営業統括部長

（現任）

平成23年10月　サンエツ金属株式会社専務取

締役営業本部長（現任）

平成23年10月　シーケー金属株式会社専務取

締役（現任）

（重要な兼職の状況）

三越金属（上海）有限公司董事長

41,700株

（取締役候補者とした理由）

当社グループの営業部門の統括責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後においても

経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き取

締役候補者としました。

３

こう

上
さか

坂
よし

美
はる

治
(昭和30年６月26日)

昭和55年４月　シーケー金属株式会社入社

平成11年９月　同社取締役

平成12年６月　当社取締役

平成15年２月　常務取締役

平成23年10月　サンエツ金属株式会社常務取

締役技術本部長（現任）

平成28年６月　当社常務取締役伸銅技術部長

（現任）

20,600株

（取締役候補者とした理由）

伸銅事業の技術開発部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営

の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き取締役

候補者としました。

－ 31 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

４

もり

森
やま

山
えつ

悦
ろう

郎
(昭和36年１月13日)

昭和60年４月　住友金属鉱山株式会社入社

昭和60年５月　住友金属鉱山伸銅株式会社出

向

平成12年７月　当社入社

平成18年６月　取締役高岡工場長

平成23年10月　サンエツ金属株式会社取締役

平成24年６月　同社常務取締役

平成25年６月　当社常務取締役生産・設備管

理部長

平成25年６月　サンエツ金属株式会社常務取

締役富山事業所長（現任）

平成28年６月　当社常務取締役伸銅事業部長

（現任）

13,300株

（取締役候補者とした理由）

伸銅事業の製造部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営の重

要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き取締役候補

者としました。

５

おお

大
はし

橋
かず

一
よし

善
(昭和45年９月３日)

平成10年１月　シーケー金属株式会社入社

平成19年９月　同社取締役技術部長

平成22年10月　同社常務取締役（現任）

平成23年６月　当社取締役

平成23年10月　常務取締役技術・品質管理部

長

平成24年４月　株式会社リケンＣＫＪＶ常務

取締役技術部門長（現任）

平成28年６月　当社常務取締役配管・鍍金技

術部長（現任）

5,700株

（取締役候補者とした理由）

配管・鍍金事業の技術開発部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後において

も経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き

取締役候補者としました。

－ 32 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件



候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

６

いけ

池
だ

田
きよ

清
あき

朗
(昭和34年６月25日)

昭和53年４月　シーケー金属株式会社入社

平成14年７月　当社砺波工場副工場長

平成16年４月　砺波工場長

平成17年６月　取締役砺波工場長

平成19年10月　取締役新日東事業所長

平成22年９月　シーケー金属株式会社取締役

継手工場長

平成24年４月　株式会社リケンＣＫＪＶ取締

役継手工場長

平成26年６月　シーケー金属株式会社常務取

締役

平成26年６月　株式会社リケンＣＫＪＶ常務

取締役継手工場長

平成28年６月　当社常務取締役配管・鍍金事

業部長（現任）

平成28年９月　サンエツ金属株式会社常務取

締役プレシジョン事業部長

（現任）

平成28年９月　シーケー金属株式会社取締役

（現任）

平成28年９月　株式会社リケンＣＫＪＶ取締

役（現任）

14,100株

（取締役候補者とした理由）

当社グループの各事業の製造部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後におい

ても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続

き取締役候補者としました。

－ 33 －

取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件



候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

７

まつ

松
い

井
だい

大
すけ

輔
(昭和49年11月８日)

平成９年４月　株式会社北陸銀行入行

平成17年10月　当社入社

平成22年４月　管理本部副本部長

平成23年６月　取締役管理本部長

平成23年10月　取締役財務・企画部長

平成23年10月　サンエツ金属株式会社取締役

管理本部長

平成25年６月　当社取締役管理統括部長

平成25年６月　サンエツ金属株式会社取締役

管理統括部長

平成26年４月　日本伸銅株式会社顧問

平成26年６月　同社常勤監査役

平成27年６月　当社取締役管理統括部長

　　　　　　　（現任）

平成27年６月　日本伸銅株式会社取締役

　　　　　　　（現任）

4,700株

（取締役候補者とした理由）

当社グループの財務および管理部門の責任者として豊富な経験と実績を有しており、今後にお

いても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き

続き取締役候補者としました。

８

い

井　
なみ

波　
えい

栄
さぶ

三
ろう

郎
(昭和33年12月１日)

平成６年12月　浅野化学工業株式会社入社

平成９年４月　シーケー金属株式会社取締役

平成21年６月　当社取締役監査室長

平成23年10月　取締役監査・規格管理部長

平成25年６月　常勤監査役

平成28年６月　取締役（常勤監査等委員）

平成29年６月　取締役監査・規格管理部長（現

任）

45,260株

（取締役候補者とした理由）

監査・規格管理部長として豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営の重要事項の

意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、取締役候補者としました。

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

１

はま

浜
だ

田 　
わたる

亘
(昭和32年６月７日)

昭和55年11月　監査法人朝日会計社（現　有

限責任あずさ監査法人）入社

昭和60年６月　浜田亘会計事務所長

平成２年４月　監査法人朝日親和会計社（現

有限責任あずさ監査法人）入

社

平成19年７月　あずさ監査法人（現　有限責

任あずさ監査法人）富山オフ

ィス責任者

平成22年７月　同法人北陸事務所長

平成25年１月　有限責任あずさ監査法人富山

オフィス責任者

平成29年６月　当社社外取締役（監査等委

員）（現任）

0株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）
過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての専門的知見と会計監査及
び株式公開支援業務等に長年にわたり携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決
定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き監査等委員である社外取締
役候補者としました。
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候 補 者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当社の株
式 数

２

ます

桝
だ

田
かず

和
ひこ

彦
(昭和17年４月24日)

平成８年６月　住友軽金属工業株式会社取締

役

平成16年６月　同社代表取締役社長

平成21年６月　同社代表取締役会長

平成21年６月　当社社外取締役

平成25年10月　株式会社ＵＡＣＪ相談役

平成28年６月　当社社外取締役（監査等委

員）（現任）

平成28年６月　株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問

（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問

積水樹脂株式会社社外取締役

ＴＯＴＯ株式会社社外取締役

0株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）
長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有しており、今後において
も経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き
監査等委員である社外取締役候補者としました。

３

い

伊
せ

勢
まさ

正
ゆき

幸
(昭和31年１月29日)

平成９年４月　シーケー金属株式会社社外取

締役

平成23年６月　当社社外監査役

平成28年６月　社外取締役（監査等委員）（現

任）

96,200株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）
長年にわたる企業経営の実績に基づく豊富な知見を有しており、今後においても経営の重要事
項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断し、引き続き監査等委員であ
る社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．各候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

　　　３．浜田亘氏は、現在、当社の常勤の監査等委員である社外取締役でありますが、社外取

締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、１年となります。

　　　４．桝田和彦氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、社外取締役

としての在任期間は、本総会終結の時をもって、９年となります。

　　　５．伊勢正幸氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、社外取締役

としての在任期間は、本総会終結の時をもって、２年となります。

　　　６．当社は各候補者が選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届

け出る予定であります。
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第３号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

　当社は、平成30年５月10日に開催された当社取締役会において、会社の支配に

関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株式の大規模買付行為

に関する対応策」（以下、「本プラン」といいます。）を本定時株主総会におけ

る株主の皆様のご承認を条件として更新することを決定いたしました。

　つきましては、本プランの更新につき株主の皆様のご承認をお願いするもので

あります。

１．会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念

や当社企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十

分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でな

ければならないと考えております。

一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での自由な

取引を通じて決まるものであるとともに、会社の財務および事業の方針の決定を

支配する者も株主の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、

当社の支配権の移転を伴う大規模な買付行為や買付提案がなされた場合にこれに

応ずるか否かの判断も最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきも

のと考えております。

しかしながら、このような株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その

目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらす

おそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象

会社の株主や取締役会が買付や買収提案の内容等について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供

することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・

増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対

象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお

それのある大規模な買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支

配する者として不適切であると考えます。
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２．本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によっ

て当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み）

（１）本プランの目的および必要性

本プランは、大規模な買付行為や買付提案について、①実行前に大規模な買付

を行う者に対して、必要かつ十分な情報の提供を求め、②当社が当該大規模な買

付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様へ

の当社経営陣の計画や代替案等の提示および必要に応じて大規模な買付を行う者

との交渉を行うことにより、株主の皆様に必要かつ十分な情報および時間を提供

し、株主の皆様が当該大規模な買付等に応ずるか否かの適切な判断を行うことが

できるようにすることを目的としています。

当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当

社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるもの

ではありません。また、支配権の移転を伴うような買収行為がなされた場合にこ

れに応ずるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われる

べきものと考えております。

しかしながら、前述のとおり、株式の大規模な買付等の中には、その目的等か

ら見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれの

あるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、株主の

皆様や取締役会が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供

することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・

増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対

象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

以上の状況を踏まえ、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付等が行

われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保

し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付

時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買

付ルール」といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不

適切な者によって大規模な買付等がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策

として、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランを更新する

ことといたしました。

本プランの概要（フロー）につきましては、別紙1をご参照ください。
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（２）本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、(ⅰ)特定株主グループ(注1)の議

決権割合（注2）を20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、

(ⅱ)結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また

市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。）または(ⅲ)

結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社の他の株主との

合意等(注4)（以下、かかる買付行為または合意等を「大規模買付行為」といい、

かかる買付行為または合意等を行う者を「大規模買付者」といいます。）としま

す。

注1：特定株主グループとは、

(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいい

ます。）の保有者（同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を

含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27条の23

第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみな

される者を含みます。以下同じとします。）または、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の

買付け等（同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商

品市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係

者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味しま

す。

注2：議決権割合とは、

(ⅰ) 特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有

割合（金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいい

ます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数

（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加

算するものとします。）または、

(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および

当該特別関係者の株券等保有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等

所有割合をいいます。）の合計をいいます。

各議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定

するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第4項

に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および

自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することが

できるものとします。

－ 39 －

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件



注3：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法

第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。

注4：共同して当社株券等を取得し、もしくは譲渡し、または当社の株主としての

議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の

23第5項および第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をい

います。

（３）独立委員会の設置

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守され

た場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なうものであることを理由として対抗措置を講ずるか否かについては、当

社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会に

よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保

するため、独立委員会規程（概要につきましては、別紙2をご参照ください。）に

基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で

中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役ま

たは社外有識者（注5）のいずれかに該当する者の中から選任します。本プラン更

新時における独立委員会の委員は、社外取締役の桝田和彦氏、社外有識者として

の本村健氏、同じく蔵島大造氏の3名が就任する予定です。（略歴につきまして

は、別紙3をご参照ください。）

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動

の是非について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえで、当社取締

役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を

行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで

対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容について

は、その概要を適宜公表することとします。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応

じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認

会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができる

ものとします。

注5：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務も

しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主た

る研究対象とする学識経験者またはこれに準じる者をいいます。
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（４）大規模買付ルールの概要

①大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為ま

たは大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約

を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式によ

り当社取締役会に提出していただきます。

（ａ）大規模買付者の名称、住所

（ｂ）設立準拠法

（ｃ）代表者の氏名

（ｄ）国内連絡先

（ｅ）提案する大規模買付行為の概要

（ｆ）本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかに

その旨を公表し、必要に応じ、その内容についても公表します。

②大規模買付者から当社への必要情報の提供

当社取締役会は、上記（４）①（ａ）～（ｆ）までの全てが記載された意向

表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、株主の皆様の判断お

よび取締役会の意見形成のために大規模買付者から当社取締役会に対して提

供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「必要情報」といいます。）につい

て記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を当該大規模買付者

に交付します。そして、大規模買付者には、必要情報リストの記載にしたが

い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。

必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買

付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合

も株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のために必要か

つ十分な範囲に限定するものとします。

（ａ）大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合

員（ファンドの場合）その他構成員を含みます。）の詳細（名称、事業

内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容、当社および当社グループ

の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）
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（ｂ）大規模買付者が保有する当社の発行する全ての有価証券、過去60日間に

おいて大規模買付者が行った当社有価証券にかかる全ての取引の状況

（取引の性質、価格、取引の場所および方法、取引の相手方を含みま

す。）および当社有価証券に関して大規模買付者が締結した全ての契

約、取決めおよび合意（口頭によるものも含み、またその履行可能性を

問いません。）

（ｃ）大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価

額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付

行為の方法の適法性、大規模買付行為および関連する取引の実現可能性

等を含みます。）

（ｄ）大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対し

て金融商品取引法第27条の26第1項に定義される重要提案行為等を行う

ことに関する意思連絡を含みます。以下同じとします。）の有無、なら

びに意思連絡が存する場合にはその具体的な態様および内容

（ｅ）大規模買付行為の買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方

法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為にかかる一連の取引に

より生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。）

（ｆ）大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みま

す。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

（ｇ）大規模買付行為の完了後に想定している当社および当社グループの役員

候補（当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に

関する情報を含みます。）、経営方針、事業計画、財務計画、資本政

策、配当政策、資産活用策等ならびにそれら計画等の裏付けとなる根拠

（ｈ）大規模買付行為の完了後における当社および当社グループの顧客、取引

先、従業員等のステークホルダーと当社および当社グループとの関係に

関しての変更の有無およびその内容

（ｉ）当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

（ｊ）反社会的勢力（反市場勢力を含みます。以下同じとします。）該当性お

よび反社会的勢力との関係に関する情報

（ｋ）その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応

じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただ
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し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期

限を延長することができるものとします。

なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査

した結果、当該必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として

十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、適宜合理的な回答期限を

設けたうえで、大規模買付者に対して必要情報が揃うまで追加的に情報提供を

求めることがあります。

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するために必要情報の全てが

大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付

者に発送し、独立委員会に対して必要情報を提出するとともに、その旨を公表

いたします。

また、当社取締役会が必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、

大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明が

ある場合には、当社取締役会が求める必要情報が全て揃わなくても、大規模買

付者との情報提供に係る交渉等を終了し、後記③の取締役会による評価・検討

を開始する場合があります。

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株

主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適

切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。

③当社取締役会による必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が

当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみと

する公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模

買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形

成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし

て設定します。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である

外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサ

ルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に

評価・検討し、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたしま

す。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改

善について交渉することや、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示す
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ることもあります。

なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動もしくは不発動の

勧告または対抗措置発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を

行うに至らない等の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措

置の発動もしくは不発動または株主総会招集の決議に至らないことにつきや

むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必

要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間延長することができるものとし

ます。

（５）大規模買付行為が実施された場合の対応方針

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付

方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し

たうえで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、

会社法その他の法令および当社定款が認める対抗措置を講ずることにより大

規模買付行為に対抗する場合があります。

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模

買付者側の事情を合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提

出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定すること

はしないものとします。

②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮

に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対

意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留

め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買

付者の買付提案に応ずるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および

当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断

いただくことになります。

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買

付行為が、例えば以下の（ａ）から（ｉ）のいずれかに該当し、結果として当

社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会
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は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、また、必要に応じて株主総会

の承認を得たうえで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目

的として必要かつ相当な範囲内で、上記①に記載の対抗措置の発動を決定する

ことができるものとします。

（ａ）真に当社グループの経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株

価をつり上げて高値で当社の関係者に引き取らせる目的で当社株式の

買収を行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメーラーである

場合）

（ｂ）当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営に必要

な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模

買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を

行う目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合

（ｃ）当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を大規模買付

者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定

で当社株式の買収を行っていると判断される場合

（ｄ）当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの不動産、有価証

券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高

配当をさせるかあるいは一時的な高配当による株価の急上昇の機会を

狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行って

いると判断される場合

（ｅ）大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階

買収（最初の買付で当社株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階

目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等

による株式の買付を行うことをいいます。）など、株主の皆様の判断の

機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要

するおそれがあると判断される場合

（ｆ）大規模買付者の提案する当社株式の買付条件（買付対価の種類および金

額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、

実現可能性等を含みますがこれに限りません。）が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判

断される場合

－ 45 －

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件



（ｇ）大規模買付者による買付後の経営方針等が不十分または不適切であるた

め、当社グループの事業の成長性・安定性が阻害され、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に重大な支障をきたすおそれがあると判断さ

れる場合

（ｈ）大規模買付者による支配権獲得により、当社の株主の皆様はもとより、

当社グループの持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な、顧

客、取引先、従業員、地域関係者その他利害関係者との関係を破壊する

など、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断さ

れる場合

（ｉ）大規模買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力と

関係を有する者が含まれている場合など、大規模買付者が公序良俗の観

点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判

断される場合

③取締役会の決議、および株主総会の開催

当社取締役会は、上記①または②において対抗措置の発動の是非について判

断を行う場合は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当

性等を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の

機関としての決議を行うものとします。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、新株予約権の無償割当てその

他の法令および当社定款の下にてとりうる合理的施策(注6)等その時点で当社

取締役会が最も適切と判断したものを選択することとします。当社取締役会

が具体的対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当てを行う場合の

概要は原則として別紙4に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当

てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さない

ことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した条

件を設けることがあります。

また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動もしくは不発動の勧告

または対抗措置発動の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を行う

場合、または独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けたうえで当社取締役

会が株主総会にこれを諮るべきと判断した場合には、株主の皆様に本プランに

よる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下

「株主検討期間」といいます。）として最長60日間の期間を設定し、当該株主
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検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。

当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場

合、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移

行することとします。

当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した

必要情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その

他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、

株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたします。

株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当

社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗

措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置

を発動いたしません。

また、当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該

株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。

注6：具体的には、株主総会において大規模買付者に対し大規模買付行為の中止を

求める決議を行うことなどが考えられます。

④大規模買付行為待機期間

株主検討期間を設けない場合は、上記（４）①に記載の意向表明書が当社取

締役会に提出された日から取締役会評価期間終了までを、また株主検討期間を

設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間終了までを

大規模買付行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間において

は、大規模買付行為は実施できないものとします。

したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開

始できるものとします。

⑤対抗措置発動の停止等について

上記③において、当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置

を講ずることを決議した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または

変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断し

た場合には、独立委員会の意見または勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置

の発動の停止等を行うことがあります。

－ 47 －

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件



例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、当社取締役会

において、無償割当てが決議され、または無償割当てが行われた後において

も、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発

動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大

限尊重したうえで、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無

償割当ての中止、または新株予約権無償割当て後においては、行使期間開始日

の前日までの間は、当社による新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無

償で取得することにより、株主の皆様の新株予約権は消滅します。）の方法に

より対抗措置の発動の停止を行うことができるものとします。

このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、法令および当社が上場す

る金融商品取引所の上場規則等にしたがい、当該決定について適時・適切に開

示いたします。

（６）本プランが株主の皆様に与える影響等

①大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響

本プランにおける大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応ず

るか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取

締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保するこ

とを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規

模買付行為に応ずるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、その

ことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考え

ます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切なご判

断を行ううえでの前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであ

ると考えております。

なお、上記（５）に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、

株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

②対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的

として、当社取締役会が上記（５）に記載した対抗措置を講ずることを決定し

た場合には、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等にしたが

い、当該決定について適時・適切に開示いたします。
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対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利また

は経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合は、株主の皆様

は、対価を払い込むことなく、その保有する株式数に応じて、新株予約権が割

当てられます。また、当社が、当該新株予約権の取得の手続きを取ることを決

定した場合は、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約

権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の

中止または発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得す

ることにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）を行う場合には、当社

株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主の皆様は、

株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模

買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講

じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益

が発生する可能性があります。本プランの開示は、大規模買付者が大規模買付

ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものです。

③対抗措置発動に伴い株主の皆様に必要となる手続き

対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てが行われる場合には、株主

の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当

社が新株予約権の取得の手続きをとる場合には、新株予約権の行使価額相当の

金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式

を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。

ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別

途ご自身が大規模買付者等ではないこと等を誓約する当社所定の書式による

書面のご提出を求めることがあります｡これらの手続きの詳細につきましては、

実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法令および当社が上

場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開

示します。
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（７）本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止

本プランは、本株主総会での株主の皆様のご承認を条件として、同承認があっ

た日より発効することとし、有効期限は平成33年（2021年）6月に開催予定の当社

定時株主総会終結の時までとします。ただし、本プランは、本株主総会において

更新が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては

株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プ

ランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、

廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容を速やかに開示いたしま

す。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する

法令、当社の上場する金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる

新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の

修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必

要に応じて独立委員会の賛同を得たうえで、本プランを修正または変更する場合

があります。

以　上
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（別紙１）

本プランの概要　大規模買付開始時のフロー

大規模買付者の出現

大規模買付者から「意向表明書」の提出

取締役会評価期間

大規模買付ルールを遵守しない場合

対抗措置の不発動 対抗措置の発動

取締役会決議

株主総会決議

大規模買付ルールを遵守する場合

＜取締役会の検討＞

取締役会による評価、検討、
交渉、意見形成、代替案立案

独
立
委
員
会

諮問

勧告

独立委員会

取締役会決議

取締役会による
対抗措置の発動決議

勧告

発動の承認発動の否決

株主総会招集勧告

対抗措置発動の
可否について諮る

場合

取締役会から「必要情報リスト」の提出
（意向表明書受領日の翌日から10営業日以内）

株主検討期間　最長60日

対抗措置の発動勧告

企業価値ひいては
株主共同の利益を
毀損する買付けの

場合

対抗措置の不発動勧告

企業価値ひいては
株主共同の利益を

毀損しない買付けの
場合

最長60日または最長90日（最大30日延長）

（注）本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化し

たものであり、必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきまして

は、本文をご覧ください。
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（別紙２）

独立委員会規程の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社

の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役または社外有識者（経営経験

豊富な企業経営者、官庁出身者、投資銀行業務もしくは当社の業務領域に精通

する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者ま

たはこれに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議

に基づき選任される。

・独立委員会の委員の任期は、本プランの有効期限までとする。ただし、社外取

締役である委員の任期は、その社外取締役としての任期が本プランの有効期限

より以前に到来する場合は、社外取締役に再任されたときを除き、社外取締役

の任期と同じとする。

・独立委員会は、取締役会から諮問を受けた場合、以下の各号に記載される事項

について決定し、その決定の内容を、その理由および根拠を付して取締役会に

対して勧告する。

①大規模買付者に対抗するための新株予約権の発行等、会社法その他の法令お

　　よび当社定款が認める対抗措置の発動または不発動

②対抗措置の発動に伴う株主総会開催の要否

③大規模買付者の大規模買付行為の撤回等に基づく新株予約権の無償取得、発

　　行中止その他の対抗措置の停止等

④前三号に準じる重要な事項

⑤その他、取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が独立委員会に諮問し

　　た事項

・独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うことができるものとする。

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの決定

②大規模買付者が当社取締役会に提供すべき必要情報の決定

③必要情報の提供完了の決定

④大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討
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⑤大規模買付行為が企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合にあ

　　たるか否かの決定

⑥本プランの修正または変更の承認

⑦その他取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

・独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家

（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントそ

の他の専門家）等の助言を得ることができるものとする。

・独立委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

以　上
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（別紙３）

独立委員会の委員略歴

本プラン更新時における独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

桝田和彦（ますだかずひこ）当社社外取締役

略　歴　昭和17 年  4 月生

平成 8 年  6 月　住友軽金属工業株式会社取締役就任

平成16 年  6 月　同社代表取締役社長就任

平成21 年  6 月　同社代表取締役会長就任

平成21 年  6 月　当社社外取締役就任

平成22 年　6 月　積水樹脂株式会社社外取締役就任（現任）

平成25 年　6 月　住友軽金属工業株式会社相談役就任

平成25 年 10 月　株式会社ＵＡＣＪ相談役就任

平成26 年　6 月　ＴＯＴＯ株式会社社外取締役就任（現任）

平成28 年  6 月　当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

平成28 年  6 月　株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問就任（現任）

　　　　　　　　　現在に至る

※桝田和彦氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

本村 健（もとむらたけし）弁護士

略　歴　昭和45 年  8 月生

平成 9 年  4 月　弁護士登録・岩田合同法律事務所入所（現任）

平成15 年  6 月　University of Washington School of

　　　　　　　　 Law（LL.M.）

平成15 年 10 月　ステップトゥ・アンド・ジョンソン法律事務所　　

　　　　　　　　　　　　　（Steptoe & Johnson LLP）ワシントン・オフィ　　

　　　　　　　　　　　　　 ス勤務

平成27 年  4 月　最高裁判所司法研修所民事弁護教官

　　　　　　　　　現在に至る

※本村健氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。
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蔵島大造（ぞうしまだいぞう）公認会計士

略　歴　昭和27 年　8 月生

平成 9 年　4 月　公認会計士登録・蔵島公認会計士事務所開設

平成 9 年　5 月　税理士開業登録

現在に至る

※蔵島大造氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役桝田和彦氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立

役員として届け出ております。

以　上
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（別紙４）

新株予約権無償割当ての概要

１．新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその割当方法

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主

に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式

を除く。）1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割

当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当

たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株

式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普

通株式の発行済株式総数（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）

を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割

当てを行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以

上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取

得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、

当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがあ

る。

５．新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の

承認を要する。

６．新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ

当社取締役会が同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定め

る。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
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７．新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要

な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項

については、上記６.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者

以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取

締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社

が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得す

る旨の条項を定めることがある。

以　上
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当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
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株主総会会場ご案内図

　会場：富山県高岡市守護町二丁目12番１号

株式会社ＣＫサンエツ　本社事務所棟　３階　大会議室

（事務所棟は、シーケー金属株式会社と兼用しています。）
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交通：能越自動車道高岡北インターより車で10分。

高岡駅より車で15分。

なお、事務所棟は、当社の事業子会社であるシーケ

ー金属株式会社と兼用しております。

また、駐車場は完備しております。

地図


